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議事内容 

 

議案 

第４８号 令和 8 年度（2026 年度）の主要な取り組みの策定について 

第４９号 教育委員会職員人事について 

第５０号 日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

第５１号 日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定に

ついて 

第５２号 日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

第５３号 日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する

要綱の制定について 

第５４号 日野市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱の制定

について 

第５５号 日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

第５６号 学校運営協議会委員の任命について（新規） 

第５７号 学校運営協議会委員の任命について（任期満了） 

第５８号 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱について 

第５９号 日野市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について 

第６０号 日野市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の制定について 

第６１号 日野市教育委員会いじめ問題対策委員会専門調査員の委嘱について 

第６２号 日野市立教育センター所長の任命について 

第６３号 第 12 期日野市立教育センター運営審議会委員の委嘱について 

第６４号 日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定について 

第６５号 教育委員会職員の懲戒処分の専決処分について 

 

請願審査 

第 7-13 号 文科省『人事行政状況調査』が示す、教職員の「精神疾患休職」「性

犯罪・性暴力」増加の真因が（学習指導要領の一部政治的偏向部分等

の）管理統制強化にあるという事実と、その真因を除去する必要性と

を、本市の教職員に周知頂くよう求める等の請願 
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報告事項 

第３０号 行政情報の公開請求 

第３１号 日野市教育委員会生成 AI 利活用ガイドラインの制定及び日野市立学校

情報セキュリティ対策基準の改定について 

第３２号 日野市いじめ防止基本方針改定（案）に関するパブリックコメントの

実施について 
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（議事の要旨） 

開始１５時３０分 

 

［白石教育長］ 

 ただいまから、令和７年度第１２回教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日は傍聴を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認め、傍聴を許可いたします。 

 本日の議事録署名は髙木委員にお願いをいたします。 

 本日の案件は議案１８件、請願審査１件、報告事項３件です。 

 会議の進め方ですが、請願第７－１３号は議事の最後に審査したいと思います。 

 また、議案第４９号、６１号、６５号及び報告事項第３１号は公開しない会議とし、請

願審査の後に審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認め、請願第７－１３号の審査は公開する議事の最後に行います。 

 会議規則第１０条により、議案第４９号、６１号、６５号及び報告事項第３１号は公開

しない会議とし、請願審査の後に審議をいたします。 

 なお、事務局説明員が随時入退室をいたしますが、御異議ございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認め、事務局説明員が随時入退室いたします。 

 また、関連のある議題については、随時一括議題といたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 議案第４８号 令和８年度（２０２６年度）の主要な取り組みの策定について、事務局

より提案理由の説明をお願いします。庶務課長。 

 

○議案第４８号 令和８年度（２０２６年度）の主要な取り組みの策定について 

 

［釜堀庶務課長］ 

 庶務課長でございます。 

 議案書１ページを御覧ください。議案第４８号 令和８年度（２０２６年度）の主要な

取り組みの策定について御説明いたします。 

 提案理由でございます。令和８年度（２０２６年度）の主要な取り組みを策定するもの

です。令和８年度の主要な取り組みは、第４次学校教育基本構想の推進と、生涯学習推進

基本構想・基本計画の推進に区分して策定しております。 

 次ページ、２ページから５ページの項番１７までは、第４次学校教育基本構想の推進に

関する取組でございます。８つの事業を評価対象事業としております。 
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 項番３、日野第一小学校改築・南平小学校長寿命化改修事業、項番４、小中学校屋上等

防水修繕事業、項番６、学校における働き方改革推進事業、項番１１、幼保小連携教育推

進委員会、項番１２、個の状況にあわせた不登校支援事業、項番１３、スクールソーシャ

ルワーカー配置事業、項番１４、わかば教室運営事業、項番１５、小中学校学習者用端末

等運営事業、その他全１７項目を挙げております。 

 項番１８以降は、生涯学習推進基本構想・基本計画の推進に関する取り組みでございま

す。３つの事業を評価対象事業としております。 

 項番１８、多様な学びの場構築広域連携事業、項番２０、文化財保護事業、項番２４、

中央図書館 国の登録有形文化財登録におけるパンフレットの作成及び講演会の開催、そ

の他全９項目を挙げております。 

 説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いします。よろしいですか。 

 なければ、これにて終結をいたします。 

 お諮りいたします。令和８年度（２０２６年度）の主要な取り組みの策定についてを原

案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５０号 日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について、

議案第５１号 日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定につい

て、議案第５２号 日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則

の制定についてを一括議題といたします。 

 事務局より提案理由の説明をお願いします。庶務課長。 

 

○議案第５０号 日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について 

○議案第５１号 日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定につ

いて 

○議案第５２号 日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

［釜堀庶務課長］ 

 議案書１７ページを御覧ください。議案第５０号 日野市教育委員会事務局処務規則の

一部を改正する規則の制定について御説明いたします。 

 提案理由でございます。日野市教育委員会の組織再編及び事務所掌再編のため、日野市

教育委員会事務局庶務規則の一部を改正するものです。 

 改正内容について、新旧対照表にて御説明いたします。２０ページをお開きください。 

 第３条第３項では教育部に生涯学習担当部長、教育指導担当部長の職を、第５項では教
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育指導課に教育施策担当課長の職を新たに設けます。また、これに伴い、第３条第４項、

第６項及び第４条において所要の文言整理を行います。 

 次に、２１ページをお開きください。第５条では、令和７年度末にて高校生奨学金制度

を廃止することに伴い、庶務課庶務係の事務分掌のうち、奨学金に関することを削除いた

します。 

 １９ページにお戻りください。付則でございます。この規則は、令和８年４月１日から

施行するものです。 

 続きまして、議案書２３ページを御覧ください。議案第５１号 日野市教育委員会事務

局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について御説明いたします。 

 提案理由でございます。組織再編のため、日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部

を改正するものです。 

 改正内容について、新旧対照表にて御説明いたします。２５ページをお開き願います。 

 議案第５０号にて御説明しました担当部長及び担当課長の職の新設に伴い、第２条、第

８条、第９条及び第１５条において所要の文言整理を行います。 

 ２４ページにお戻りください。付則でございます。この規則は令和８年４月１日から施

行するものです。 

 続きまして、議案書２７ページを御覧ください。議案第５２号 日野市教育委員会所管

職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について御説明いたします。 

 提案理由でございます。組織再編のため、日野市教育委員会所管職員の職名に関する規

則の一部を改正するものです。 

 改正内容について新旧対照表にて御説明いたします。２９ページをお開きください。 

 別表に担当部長及び担当課長を加えるものです。 

 ２８ページにお戻りください。付則でございます。この規則は令和８年４月１日から施

行するものです。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。よろしいですか。 

 なければ、これにて終結をいたします。 

 １件ずつお諮りいたします。 

 日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定についてを原案のとおり

決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定についてを

原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 
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 異議なしと認めます。議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついてを原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５３号 日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する要

綱の制定について、議案第５４号 日野市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正

する要綱の制定についてを一括議題といたします。 

 事務局より提案理由の説明をお願いします。庶務課長。 

 

○議案第５３号 日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する要

綱の制定について 

○議案第５４号 日野市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱の制定に

ついて 

 

［釜堀庶務課長］ 

 議案書３１ページを御覧ください。議案第５３号 日野市要保護及び準要保護児童生徒

援助費支給要綱の一部を改正する要綱の制定について御説明いたします。 

 提案理由でございます。要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給費目及び支給単価の

改定に伴い、要綱の一部を改正するものです。 

 改正内容について、新旧対照表にて御説明いたします。議案書３３ページをお開きくだ

さい。 

 第３条第１項では、支給費目から入学準備金を削除いたします。 

 次ページをお開きください。別表のうち、小学６年生に支給する入学時学用品費、中学

１年生に支給する新入学児童生徒学用品費の額を８万１,０００円から９万９,０００円に

変更し、小学６年生に支給する入学準備金を廃止するものです。入学準備金につきまして

は、これまで日野市独自の費目として小学６年生の児童がいる世帯に支給してまいりまし

たが、これを廃止することとし、当面の間、小学６年生対象の入学時学用品費、中学１年

生対象の新入学児童生徒学用品費の額に入学準備金相当額を上乗せして支給するものです。 

 ３２ページにお戻りください。付則でございます。この要綱は令和８年４月１日から施

行するものです。ただし、改正後の規定は令和８年度の補助金交付から適用するものとし、

令和７年度以前の補助金交付については、なお従前の例によるものといたします。 

 続きまして、議案書３５ページを御覧ください。議案第５４号 日野市特別支援教育就

学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱の制定について御説明いたします。 

 提案理由でございます。特別支援教育就学奨励費の支給対象者及び支給費目の改定に伴

い、要綱の一部を改正するものです。 

 改正内容について新旧対照表にて御説明いたします。３７ページをお開きください。 

 第２条でございます。本制度の開始以降、特別支援教室を全校に配置するなど、特別支
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援教育の充実に取り組み、特別支援教育の振興を図るという目的が一定程度果たされたこ

とを鑑み、通常学級と比較し、追加の経済的負担が発生しない通級の児童生徒については

支給対象者から除き、対象を特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者のうち、経済的負

担の軽減が必要であると教育委員会が認めたものとします。 

 第３条では、議案第５３号と同様、支給費目から入学準備金を削除するものです。 

 ３６ページにお戻りください。付則でございます。この要綱は令和８年４月１日から施

行するものです。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 

 なければ、これにて終結をいたします。 

 １件ずつお諮りいたします。 

 日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する要綱の制定につい

てを原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５３号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、日野市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱の制定について

を原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５４号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５５号 日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、事務局より提案理由の説明をお願いします。教育部参事。 

 

○議案第５５号 日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

 

［宇田川教育部参事］ 

 教育部参事でございます。 

 議案第５５号 日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて御説明いたします。 

 議案書３９ページを御覧ください。 

 提案理由でございます。令和８年４月１日より新設される主務教諭について規則に追加

するものです。この主務教諭につきましては、令和７年法律第６８号において、公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律が公布さ

れ、学校教育法の改正及び学校教育法施行規則の改正により、学校に置くことができる職

として新たに主務教諭への職が設置されるとともに、校務分掌上の主任についての規定整



 - 9 - 

備が行われました。これに伴い、日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正し、

令和８年４月１日より新設される主務教諭について規則に追加するものです。 

 ４１ページをお開きください。新旧対照表にて御説明いたします。 

 第７条の４、第１項の「特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教

諭」を「主務教諭」に改め、同条３項におきまして、主務教諭の職名は主任教諭といたし

ます。 

 また、養護教諭及び栄養教諭につきましても、主務教諭の職名を第５項において、主任

養護教諭、次ページとなります、第７項において主任栄養教諭といたします。 

 第８条第１項ただし書、第２項ただし書及び第３項ただし書中、主幹教諭の次に「又は

教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭」を加えます。 

 ３９ページへお戻り願います。付則でございます。この規則は令和８年４月１日から施

行するものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 

 なければ、これにて終結をいたします。 

 お諮りいたします。日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定

についてを原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５６号 学校運営協議会委員の任命について（新規）、議案第５７号 学校運営協

議会委員の任命について（任期満了）を一括議題といたします。 

 事務局より提案理由の説明をお願いします。教育部参事。 

 

○議案第５６号 学校運営協議会委員の任命について（新規） 

○議案第５７号 学校運営協議会委員の任命について（任期満了） 

 

［宇田川教育部参事］ 

 教育部参事でございます。 

 議案第５６号 学校運営協議会委員の任命について（新規）御説明いたします。 

 議案書４３ページを御覧ください。提案理由でございます。新たに学校運営協議会を設

置する学校について、日野市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、委員を任命する

ものです。なお、こちらは令和８年度に新たに学校運営協議会を設置し、コミュニティー

スクールとして指定を行う学校分となっております。 

 次ページの４４ページから４７ページを御覧ください。新たに学校運営協議会を設置す

る学校は、日野第一小学校、日野第八小学校、南平小学校、夢が丘小学校の４校で、任命

対象者の氏名、住所、任期などについては記載のとおりでございます。なお、任命につい
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ては校長からの意見に基づくものとなっております。 

 続きまして、議案書４９ページを御覧ください。議案第５７号 学校運営協議会委員の

任命について（任期満了）御説明いたします。 

 提案理由でございます。学校運営協議会委員の任期満了に伴い、日野市学校運営協議会

規則第８条の規定に基づき、委員を任命するものです。なお、こちらは令和７年度末をも

って現委員の任期が満了となる学校の分となっております。 

 次ページの５０ページから５５ページを御覧ください。対象となる学校は、豊田小学校、

日野第三小学校、平山小学校、滝合小学校、日野第七小学校、仲田小学校の６校で、任命

対象者の氏名、住所などについては記載のとおりでございます。なお、任命については校

長からの意見に基づくものとなっております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 

 なければ、これにて終結いたします。 

 １件ずつお諮りいたします。 

 学校運営協議会委員の任命について（新規）を原案のとおり決定することに異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、学校運営協議会委員の任命について（任期満了）を原案のとおり決定すること

に異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５８号 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱について、事

務局より提案理由の説明をお願いします。教育部参事。 

 

○議案第５８号 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱について 

 

［宇田川教育部参事］ 

 教育部参事でございます。 

 議案第５８号 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱について御説

明いたします。議案書５７ページを御覧ください。 

 提案理由でございます。日野市地域学校協働活動推進員等設置要綱第６条の規定に基づ

き、令和８年度地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱を行うものです。 

 次ページの５８ページから５９ページを御覧ください。推進委員の氏名、住所などにつ

いては記載のとおりでございます。なお、推進員につきましては、校長からの推薦に基づ
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き選出しております。 

 ページ下段、任期は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間でございま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 

 なければ、これにて終結いたします。 

 お諮りいたします。地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱について

を原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５９号 日野市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について、議案第６０号 

日野市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の制定についてを一括議題といたします。事

務局より提案理由の説明をお願いします。教育指導課主幹。 

 

○議案第５９号 日野市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について 

○議案第６０号 日野市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の制定について 

 

［坪田教育指導課主幹］ 

 教育指導課主幹でございます。 

 議案第５９号 日野市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について御説明いたします。

議案書６１ページを御覧ください。 

 提案理由でございます。日野市いじめ防止対策推進条例第１４条第３項の規定に基づき、

日野市いじめ問題対策連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。 

 次ページ、６２ページをお開きください。主な内容を御説明いたします。 

 協議会の所掌事項、第３条でございます。連絡協議会は、いじめ防止に向けた総合的な

施策を地域社会総がかりで推進するため、次に掲げる事項について連絡調整及び協議する。

第１号、いじめの防止等のための対策の推進に関する事項、第２号、いじめの防止等に関

係する機関及び団体の連携に関する事項、第３号、前２号に掲げるもののほか、いじめの

防止等のための対策の推進に必要なこととしております。 

 ６３ページをお開きください。最下段、付則でございます。この規則は、令和８年４月

１日から施行するものでございます。 

 続きまして、議案第６０号の御説明を申し上げます。議案書６５ページをお開きくださ

い。議案第６０号 日野市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の制定について御説明い

たします。 

 提案理由でございます。日野市いじめ防止対策推進条例第１５条第５項の規定に基づき、

日野市教育委員会いじめ問題対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもので
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ございます。 

 次ページ、６６ページをお開きください。主な内容を御説明いたします。 

 第３条、所掌事項でございます。第３条、対策委員会は、日野市教育委員会の諮問に応

じ、教育委員会または学校のいじめの防止等のための対策の推進、いじめの実態把握及び

分析、いじめの防止等のための調査研究に関する事項、いじめの防止等のための対策への

支援に関する事項について調査または審議し、教育委員会へ報告または答申する。第２項、

対策委員会は、前項の規定による調査及び審議の結果に基づき、必要があると認めるとき

は、教育委員会に意見を述べることができる。第３項、対策委員会は、いじめ防止対策推

進法第２８条第１項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する重大事項に

係る事実関係を明確にするための調査または条例第１０条第５項に規定する調査の経過及

び結果報告の審議を行い、その結果を教育委員会に報告または答申するものとする。 

 続いて専門調査員について御説明申し上げます。次ページ、６７ページをお聞きくださ

い。 

 第９条、専門事項を調査及び審議させるため必要があるときは、対策委員会に専門調査

員を置くことができる。第２項、専門調査員は、教育委員会が任命または委嘱する。次ペ

ージに飛びます。第３項、専門調査員の任期は、任命または委嘱の日から当該専門事項に

関する調査結果を対策委員会に報告した日までとする。 

 次に、調査部会についてでございます。その下でございます。第１０条、法第２８条調

査を行うに当たり必要があるときは、対策委員会に学校の設置者主体の調査部会または学

校主体の調査部会を置くことができる。第２項、学校の設置者主体の調査部会は、前項の

調査に係る事案に利害関係を有しない委員または専門調査員から、委員長が指名する３人

以上をもって組織する。第３項以降は記載のとおりでございます。 

 最下段、付則でございます。この規則は、令和８年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いします。 

 髙木委員。 

［髙木委員］ 

 意見を述べさせていただきたいと思います。 

 提起いただきました議案第５９号、日野市いじめ問題対策連絡協議会規則案及び議案第

６０号、日野市教育委員会いじめ問題対策委員会規則案については、それぞれ合理的な妥

当なものと判断しております。本案に基づき進めていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

［白石教育長］ 

 ほかに御意見・御質問ございませんか。 

 なければ、これにて終結いたします。 

 １件ずつお諮りいたします。日野市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定についてを原
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案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、日野市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の制定についてを原案のとおり決

定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

 議案第６２号 日野市立教育センター所長の任命について、事務局より提案理由の説明

をお願いします。教育センター事務長。 

 

○議案第６２号 日野市立教育センター所長の任命について 

 

［綿貫教育センター事務長］ 

 教育センター事務長でございます。 

 議案書７３ページを御覧ください。議案第６２号 日野市立教育センター所長の任命に

ついて御説明いたします。 

 提案理由でございます。令和８年３月３１日をもって日野市立教育センター所長の任期

が満了となるため、新たに任命するものです。 

 議案書７４ページを御覧ください。所長の氏名及び住所につきましては、記載のとおり

です。現在の所長を引き続き任命するものでございます。任期につきましては、令和８年

４月１日から令和９年３月３１日までの１年間です。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 

 なければ、これにて終結いたします。 

 お諮りいたします。日野市立教育センター所長の任命についてを原案のとおり決定する

ことに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

 議案第６３号 第１２期日野市立教育センター運営審議会委員の委嘱について、事務局

より提案理由の説明をお願いします。教育センター事務長。 

 

○議案第６３号 第１２期日野市立教育センター運営審議会委員の委嘱について 

 

［綿貫教育センター事務長］ 
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 議案書７５ページを御覧ください。議案第６３号 第１２期日野市立教育センター運営

審議会委員の委嘱について御説明申し上げます。 

 提案理由でございます。令和８年３月３１日をもって、第１１期日野市立教育センター

運営審議会委員の任期が満了となるため、新たに委嘱するものです。 

 議案書の７６ページを御覧ください。今回の定例会で御審議いただくのは、学識経験者

の３名でございます。委員の氏名及び住所につきましては、記載のとおりでございます。

任期につきましては、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間です。学

校教育関係者及び教育行政機関関係者からの選出については、本年４月１日以降の新体制

が決まった後に選出いたします。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 

 なければ、これにて終結いたします。 

 お諮りいたします。第１２期日野市立教育センター運営審議会委員の委嘱についてを原

案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

 議案第６４号 日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定について、事務局

より提案理由の説明をお願いします。図書館長。 

 

○議案第６４号 日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定について 

 

［奥住図書館長］ 

 図書館長でございます。 

 議案書７７ページを御覧ください。議案第６４号 日野市立図書館運営規則の一部を改

正する規則の制定について御説明いたします。 

 提案理由でございます。市外の大学との包括連携協定の締結に伴い、対象の大学の学生、

教員等が日野市立図書館を利用できるようにするため、日野市立図書館運営規則の一部を

改正するものです。 

 本改正につきましては、日野市に関わる方の学びを支援するため、図書館利用者の対象

の範囲を広げ、日野市と連携に関する協定を締結した大学のうち教育委員会が認めたもの

に在籍する者を含めるとするものでございます。 

 改正内容については、新旧対照表で御説明申し上げます。恐れ入ります、７９ページを

御覧ください。下線部分が改正箇所になります。 

 第３条（図書館奉仕を受けることができる場所と日時）、「第１項 日野市内に居住又は

通勤若しくは通学する者、及び日野市との間において市立図書館の相互利用に関する協定

を締結した市に居住する者は、図書館、配本所、移動図書館駐車場のどこにおいても、図
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書館奉仕を受けることができる」を、「図書館、配本所又は移動図書館駐車場のどこにおい

ても、図書館奉仕を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする」

に改めるものです。 

 具体的には、第１号、日野市内に居住する者、第２号、日野市内に通勤または通学する

者、第３号、日野市との間において市立図書館の相互利用に関する協定を締結した市に居

住する者、第４号、日野市と連携に関する協定を締結した大学のうち教育委員会が認めた

ものに在籍する者としております。 

 付則でございます。この規則は、公布の日から施行するものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 

 なければ、これにて終結いたします。 

 お諮りいたします。日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定についてを原

案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

 報告事項第３０号 行政情報の公開請求、事務局より報告をお願いします。庶務課長。 

 

○報告事項第３０号 行政情報の公開請求 

 

［釜堀庶務課長］ 

 庶務課長でございます。 

 議案書８９ページを御覧ください。報告事項第３０号 行政情報の公開請求について報

告させていただきます。 

 次ページをお開き願います。請求日、決定日、請求件名、決定内容は記載のとおりでご

ざいます。 

 報告は以上でございます。 

［白石教育長］ 

 事務局からの報告が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いします。ございませんか。 

 なければ、報告事項第３０号を終了いたします。 

 報告事項第３２号 日野市いじめ防止基本方針改定（案）に関するパブリックコメント

の実施について、事務局より報告をお願いします。教育指導課主幹。 

 

○報告事項第３２号 日野市いじめ防止基本方針改定（案）に関するパブリックコメント

の実施について 

 



 - 16 - 

［坪田教育指導課主幹］ 

 教育指導課主幹でございます。 

 議案書９３ページをお開きください。報告事項第３２号 日野市いじめ防止基本方針改

定（案）に関するパブリックコメントの実施について御報告申し上げます。 

 次ページ、９４ページを御覧ください。 

 １番目、趣旨でございます。教育委員会定例会におきまして御審議いただきました「（仮

称）日野市いじめ防止対策推進条例」に続き、条例及び規則の整備に伴い、条例の理念を

実務に反映させるため、実務の指針となる「日野市いじめ防止基本方針」の改定に向け、

パブリックコメントを実施するものでございます。 

 ２番目、パブリックコメントの概要でございます。案件名としましては「日野市いじめ

防止基本方針改定（案）に関するパブリックコメント」、意見募集期間は令和８年４月１日

から令和８年５月１日までを予定するものです。 

 ３番、今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 

 いじめ防止基本方針の内容については、別紙で記載しております。 

 報告は以上となります。 

［白石教育長］ 

 事務局からの報告が終了いたしました。 

 御意見・御質問がございましたらお願いをいたします。 

 なければ、報告事項第３２号を終了いたします。 

 請願第７－１３号 文科省『人事行政状況調査』が示す、教職員の「精神疾患休職」「性

犯罪・性暴力」増加の真因が（学習指導要領の一部政治的偏向部分等の）管理統制強化に

あるという事実と、その真因を除去する必要性とを、本市の教職員に周知頂くよう求める

等の請願、事務局より説明をお願いします。庶務課長。 

 

○請願第７－１３号 文科省『人事行政状況調査』が示す、教職員の「精神疾患休職」「性

犯罪・性暴力」増加の真因が（学習指導要領の一部政治的偏向部分等の）管理統制強化に

あるという事実と、その真因を除去する必要性とを、本市の教職員に周知頂くよう求める

等の請願 

 

［釜堀庶務課長］ 

 庶務課長でございます。 

 議案書８５ページを御覧ください。請願番号、請願第７－１３号、受付年月日、令和８

年２月１０日、件名、請願者の住所・氏名は記載のとおりでございます。 

 次ページ８６ページから８７ページまでが請願の要旨でございます。 

 説明は以上でございます。 

［白石教育長］ 

 請願者より申出がありましたので、請願の事情を述べていただきますが、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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［白石教育長］ 

 それでは、お席にお座りください。 

［請願者］ 

 こんにちは。 

［白石教育長］ 

 それでは、請願者は５分程度で請願の事情を述べてください。 

［請願者］ 

 文科省が去年の１２月２２日に公表した人事行政状況調査、これは、教員が被害者的と

いう点でいうと、大きな柱の１番目に書いている鬱病などによる精神疾患７,０８７人と

いう多さということですね。この原因は、やはり学習指導要領で、一部政治的に偏向して

政治的に入っている愛国心・君が代・自衛隊・日米軍事同盟など、そういった問題で一方

的に固定した指導方法をやらされるというところ、あわせて、それは上意下達の職階制の

下で強制してくると、そこでストレスといいましょうか、そういうものを感じるんじゃな

いかと私どもは分析しております。この分析が正しいと思っておりますので、都教委は認

めませんけどね。 

 それから、人事評価、業績評価ですね、こっちが２－２にございまして、これは都教委

の場合はエンカレッジするんじゃなくて、勇気づけるんじゃなくて、教員をこう差別、選

別していくというか、昇任とか昇給とか、そういう「出世」を煽るものに使っている。特

に卒業式等の君が代時に不起立の先生に対しては、昇給の延伸とか実質の減給に当たるこ

とをやっちゃっているわけですから、戒告といってもですね。これは非常に都教委の、そ

ういう一つの国家主義、上意下達の思想に取りつかれて人事評価をしているところ、それ

も精神疾患の原因じゃないか。 

 それから、保護者との関係でストレスを感じるというのが第６番目に載っておりますけ

ども、保護者との関係についての都教委のガイドラインについて私どもは批判的に申し上

げましたけども、やはり保護者の中できちんとものを言う保護者、君が代の問題、あるい

はオリンピックのときの偏向教育とか、ああいったような問題に対して、ものを言う保護

者に対しても、こういうのはストレスを感じるということはないわけですから、「真面目に

もの言う保護者は教員にストレスを与えない」と、そこは大きく言いたい。 

 今度は教員が加害者になる性暴力、２－４のところですね。これは生徒との関係で、そ

こに丸印を３つ書いた都教委の言っていること、これは正しいと思っておりますが。やは

り、ストレスをためさせないことがこういう性暴力に行かないことじゃないかなと思って

おります。 

 そのようなことで、この人事行政状況調査については、文科省の言い分だけではなくて、

私どもの言い分もやはり尊重してほしいと。 

 白石さん、この前、ちょっと姿勢の面で気になったことがあるんですが。成人式のとき、

いわゆる二十歳の集い、古賀さんたちと一緒で、白石さんが君が代のとき新成人にお尻を

向けてやはり日の丸のほう見ていたという、あの姿勢はよくないと思います。新成人にお

尻を向けるというのは、卒業式も校長がそういうことをやりますけど、やはり主人公に背

を向けて、お尻を向けて、日の丸に向かうというのは、何か国家主義の典型のように見ら
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れますので、ぜひそういうことが今後ないように、立たないでほしいけど、立つのであっ

ても、せめてこちらのほうを向いて立つような、そういうような改善を白石さんにはぜひ、

古賀さんはしようがないです、ああいう方ですからしようがないと思いますけども、白石

さんにはぜひ希望します。それから３月の卒業式の校長にも希望します。 

 以上でございます。ぜひ質問をお願いします。 

［白石教育長］ 

 それでは、席のほうにお戻りください。 

 この件につきまして、御質問がありましたらお願いいたします。 

 御質問がなければ御意見を伺います。御意見はございませんか。 

 正留委員。 

［正留委員］ 

 説明ありがとうございました。 

 本請願を読ませていただきました。「請願の背景と、請願を実行頂きたいお願い等」及び

「具体的事実と請願、分析事項」の２－１から２－５について読みましたが、本請願は請

願者の考え方に基づく一方的な主張と論の展開であり、日野市教育委員会が請願を採択す

べき理由となるものを捉えることができませんでした。 

 したがって、不採択と考えます。 

［白石教育長］ 

 ほかに御意見ございませんか。 

 岩下委員。 

［岩下委員］ 

 請願をよく読ませていただきました。また、資料も読ませていただきました。今ほど請

願者自身による説明も伺いました。ありがとうございました。 

 ２－１から２－５にわたり「事実」と「提言」として御意見をいただき、それに基づく

周知を求める請願となっておりますが、日野市教育委員会において取り上げなければなら

ない正当な理由を見いだすことができませんでした。よって、不採択と考えます。 

［白石教育長］ 

 ほかに意見ございませんか。 

 本請願は不採択とすることにしたいと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしということですので、請願第７－１３号については、不採択とすることに決定

をいたしました。 

 これより公開しない会議といたしますので、関係職員以外の事務局説明員は退席しても

差し支えないと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。関係職員以外の事務局説明員と傍聴者の方は退席をお願いいたし

ます。 
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（関係者以外退室） 

 

閉会１６時１５分 

 


